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平成 26 年 4 月 28 日 

各 位 

株式会社 洸陽電機 

株式会社新生銀行 

新生信託銀行株式会社 

 

信託スキームを活用した、国内 7カ所でのメガソーラー事業向けプロジェクト 

ファイナンスの組成について 
～事業主体に新生信託銀行を活用し、成長企業によるプロジェクトに事業資金を提供～ 

 

株式会社 洸陽電機（兵庫県神戸市、代表取締役社長 山本吉大、以下「洸陽電機」）、株式会社    

新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 当麻茂樹、以下「新生銀行」）、新生銀行の 100％子会社、

新生信託銀行株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 後藤武彦、以下「新生信託銀行」）は、     

洸陽電機が栃木県、兵庫県、大分県、沖縄県の計 7カ所で行う発電容量合計約 8.2 メガワットの大規模

太陽光発電所（メガソーラー）事業に対するプロジェクトファイナンスの組成に合意し、係る融資関連

契約および信託関連契約を平成 26 年 4 月 11 日までに締結いたしました。このファイナンスは新生銀行

がアレンジし、建設にかかる費用のうち総額約 24 億円を融資するもので、新生信託銀行がメガソーラー

の運営事業主体となるスキームを採用することで安定的なプロジェクト運営体制を確保し、成長企業に

よるプロジェクトへの事業資金の提供を行う点が特長です。 

 

本事業では、スポンサーの洸陽電機が工事請負業者としてメガソーラーを建設、完工後は保守・運営

事業者としてメンテナンスを行います。新生信託銀行は事業主体として発電設備を発注、完工後は設備

所有者として運営を委託します。7 カ所の設備の建設は平成 25 年 9 月から順次着工しており、一部は  

すでに完工して商業運転を開始しています。発電する電力は、「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法」（平成 24年 7月施行）に基づく電力受給契約により、20年間にわたって

全量を固定価格にて、新生信託銀行が東京電力株式会社など各地の電力会社に売電いたします。 

 

洸陽電機は、エネルギー管理システムや省エネルギー支援サービス事業などを展開し、メガソーラー

事業でも、本件を含め、これまでに鹿児島県などの 80 カ所で発電所を完工し、計 30 メガワットの開発

実績を有します。今後数年間で、数百メガワットの開発を計画しています。新生銀行は、これまでに     

メガソーラーの分野において、茨城県水戸市、北海道小清水町、静岡県菊川市のプロジェクトをはじめ、

多数の案件に対するファイナンスを組成し、合計で約200メガワットのプロジェクトに対するファイナンス

コミットを行っています。 

 

本事業は、洸陽電機が新生銀行のサポートを得て初めて組成したプロジェクトファイナンスです。  

新生銀行では、複数の発電所をまとめたスキームとすることで、比較的小規模の発電所に対する      

ファイナンスを可能としたことに加え、グループ会社の新生信託銀行を受託者・事業主体とすることで、

スキームの安定性およびプロジェクトのモニタリングの確実性を高めました。 

 

洸陽電機では、コーポレートリコースではなく当初から難易度の高いプロジェクトファイナンスに 

よる事業構築を検討しました。そのことにより事業の継続性と発展性のために重要な経営指標に負担が

かかることのない戦略的なファイナンススキームで、事業推進をすることが可能となりました。それは、

今後、洸陽電機が行う再生可能エネルギー（太陽光、地熱、風力、水力など）開発の大きな推進力に      

なるものと考えております。 

 

新生銀行グループでは、第二次中期経営計画における法人向け業務戦略の一環として、再生可能  

エネルギー事業を重点分野の一つと定め、新生銀行では、平成 24 年度より、メガソーラー事業に    

対するプロジェクトファイナンスおよびそのアレンジ業務の実績を積み、新生信託銀行では、    

平成 25 年度より、信託勘定で太陽光発電設備を保有し、電力会社に売電する業務など、信託勘定を   

活用した新業務を展開しています。メガソーラー事業は成長企業が事業主体となることが多く、   

プロジェクトファイナンスの提供においては安定的なプロジェクト運営体制の確保が課題となるなか、

今回のファイナンススキームは応用の可能性が高いものと考えます。当行では、今後も同事業において、

グループ会社の専門性を活用した取り組みを積極的に展開してまいります。  
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【プロジェクトの概要】          

事 業 名 称： 洸陽電機メガソーラー事業 

発 電 容 量： 約 8.2 メガワット 

事 業 地：   栃木県、兵庫県、大分県、沖縄県 

事 業 主 体： 新生信託銀行株式会社 

ス ポ ン サ ー： 株式会社 洸陽電機 

商 業 運 転 開 始： 平成25年 11月以降（順次開始予定） 

 

【株式会社 洸陽電機の概要】 

名 称： 株式会社 洸陽電機 

代 表 者： 代表取締役社長 山本 吉大 

本 社所在地： 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町 3丁目 7番 14 号  

資 本 金： 1億 79百万円（平成25年 11月 30日現在） 

 

【株式会社新生銀行の概要】 

名 称： 株式会社新生銀行 

代 表 者： 代表取締役社長 当麻 茂樹 

本 社所在地： 東京都中央区日本橋室町 2丁目 4番 3号  

資 本 金： 5,122億円（平成25年 12月 31日現在） 

 

【新生信託銀行株式会社の概要】 

名 称： 新生信託銀行株式会社 

代 表 者： 代表取締役社長 後藤 武彦 

本 社所在地： 東京都中央区日本橋室町 2丁目 4番 3号  

資 本 金： 50億円（平成25年 9月 30日現在） 

 

【融資契約の概要】 

貸 付 人： 株式会社新生銀行（アレンジャー） 

融 資 金 額： 総額 約 24億円    

契約締結日： 平成26年 4月 11日 

 

【プロジェクトのスキーム図】 
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